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1. 環境経営方針 

環境経営方針 

＜基本理念＞ 

株式会社シーズは、産業廃棄物収集運搬・中間処理事業等の活動を通じて、地

球環境の保全、地域との共生により環境負荷軽減に取り組みます。 

社員一人一人が、お客様や地域を大切にする企業として、環境資源の有効活用

のもと環境保全と持続可能な地域づくりを目指し、環境経営システムを構築

し、実施・運用して、継続的改善を行うことで資源の再生を図り、循環型社会

の構築に努めます。 

＜行動指針＞ 

制定日：2022 年 8月 19 日 

改定日：2022 年 11月 18 日 

改定日：2023 年 9月 22 日 

改定日：2024 年 4月 1日 

2.  

代表取締役  益子清志 

  

事業活動を通じて環境関連法規を遵守します。 

1. 地球温暖化防止のため、二酸化炭素の排出削減に取り組みます。 

2. 受託産業廃棄物の収集・運搬・中間処理による分別の徹底と再資源化

を図ります。 

3. 水資源の有効利用を図り、節水に取り組みます。 

4. 環境に配慮した製品の製造・販売により環境保全に努めます。 

5. 地域貢献活動を通して、環境整備に努めます。 

6. 環境に配慮した企業からの製品の調達に努めます。 

7. 化学物質使用量の削減に取り組みます。 

8. SDGｓ（持続可能な開発目標）を意識した行動に努め、環境問題に取

り組んでいきます。 

この活動を全社員に周知徹底し、環境意識を高め、継続的に環境負荷低減に

取り組んでいくことを誓います。 
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2. 会社概要 

1 名称及び代表者名 

株式会社 シーズ 

代表取締役 益子清志 

 

 

2 所在地  

本社   福島県東白川郡棚倉町大字流字豊先１ 

大梅工場(対象範囲)  福島県東白川郡棚倉町大字大梅字段河内 303-23 

生コン工場(対象範囲) 福島県東白川郡棚倉町大字下山本字松並平 34-8 

俵内工場(対象範囲)  福島県東白川郡棚倉町大字戸中字高内 186-6 

上台工場(対象範囲)  福島県東白川郡棚倉町大字上台字行人塚 51-3 

堀川工場(対象範囲)  福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字堀川 15-270 

業務（資材・リース）(対象範囲) 福島県東白川郡棚倉町大字堤字塚田 60-3 

流給油所   福島県東白川郡棚倉町大字流字豊先１ 

関口給油所   福島県東白川郡棚倉町大字関口字上志宝 32-1 

社川給油所   福島県東白川郡棚倉町大字堤字塚田 59 

塙給油所   福島県東白川郡塙町大字大町２丁目 17-1 

マスホン棚倉店  福島県東白川郡棚倉町大字流字屋中田 53-1 

 

3 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

環境管理責任者 常務取締役 下重 佳寛 TEL：0247-33-7890   

         E-mail：yoshihiro.s@seeds-g.net

          

推進責任者  大梅工場 会田 嘉裕 TEL：0247-35-2220   

         E-mail：yoshihiro.a@seeds-g.net

          

    生コン工場 品川 治男 TEL:0247-33-3233 

         
E-mail：haruo.s@seeds-g.net 

 

 俵内工場 小濃 芳勝 TEL：0247-35-2214   

         E-mail：yoshikatsu.o@seeds-g.net 
 

          

     上台工場・堀川工場       関根 雅仁  TEL：0247-33-4431 

                        E-mail：masahito.s@seeds-g.net 

 

       業務（資材・リース）   須藤 源胤  TEL：0247-33-9567 

                        E-mail：mototsugu.s@seeds-g.net 
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4 事業内容 

対象範囲：大梅工場、生コン工場、俵内工場、上台工場、業務（資材・リース）、

堀川工場 

産業廃棄物収集・運搬、中間処分業、アスファルト合材の製造販売、砂の製造販

売、生コンクリートの製造販売、砕石の製造販売、木質ペレットの製造販売、薪の

販売、菌床堆肥の製造販売、タテログパネルの製造販売、木骨ハウスの製造、木製

品の製造販売、建設資材リース・販売 

 

5 事業の規模 

設立年月日： 昭和 39 年 3月 24 日 

資 本 金： 2,940 万円 

売 上 高： 31.7 億円 

 

 従業員(人) 建物床面積(m3) 

本社・流給油所 18 734.70 

大梅工場 砕砂・産廃 12 
476.66 

アスファルト合材 8 

生コン工場（営業 3） 18 695.10 

俵内工場 12 163.96 

上台工場  6 2445.24 

堀川工場 1 622.48 

業務（資材・リース） 3 32.49 

関口給油所 4 221.79 

社川給油所 5 98.00 

塙給油所 4 108.77 

マスホン棚倉店 5 347.52 

合計 96 5946.71 

 

6 事業年度 

4 月 1日～3月 31 日 

□認証・登録の対象組織・活動 

登録組織名 株式会社 シーズ 

対象事業所 

 

 

  

大梅工場 
砕砂・産廃 認証登録済み 

アスファルト合材 認証登録済み 

生コン工場 認証登録済み 

俵内工場 認証登録済み 

上台工場 認証取得事業所 

堀川工場 認証取得事業所 

業務（資材・リース） 認証取得事業所 
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対象外 本社・流給油所 2026 年までに認証取得予定 

関口給油所 2026 年までに認証取得予定 

社川給油所 2026 年までに認証取得予定 

塙給油所 2026 年までに認証取得予定 

マスホン棚倉店 2026 年までに認証取得予定 

事業活動 産業廃棄物収集・運搬、中間処分業、アスファルト合材の製造販

売、砂の製造販売、生コンクリートの製造販売、砕石の製造販

売、木質ペレットの製造販売、薪の販売、菌床堆肥の製造販売、

タテログパネルの製造販売、木骨ハウスの製造、木製品の製造販

売、建設資材リース・販売 

 

7 対象期間 

大梅工場、生コン工場、俵内工場  

令和 6年 4月～令和 7年 3月 

上台工場、業務（資材・リース）、堀川工場 

 令和 7年 1月～令和 7年 3月 （暫定期間） 

 

8 段階的認証とする理由 

対象範囲：大梅工場、生コン工場、俵内工場 

上台工場、業務（資材・リース）、堀川工場 

 事業内容が多岐に渡りまた、事業拠点が複数あることから、一度に認証を取得す

ることが難しいと判断し、環境負荷が高い大梅工場を初めに認証登録後、4年以内

には段階的に拡大します。 

 

9 適用ガイドライン 

■ エコアクション 21 ガイドライン 2017 年版 

■ 産業廃棄物処理業者向けガイドライン 2017 年版 

 

10 対象範囲の情報公表項目 

（１）許可・認定・登録 

 廃棄物に関する許可 

 

③　紙くず ④　木くず

事業区分

①④⑦

①⑥⑦

⑦　がれき類

①　汚泥（無機性汚泥に限る） ②　廃プラスチック類（自動車等破砕物を除く。）

R5.4.23

R5.6.1

R4.3.31

2

3

4

産

業

廃

棄

物

の

種

類

第00900046661号

第00801046661号

第00720046661号

産業廃棄物収集運搬業

茨城県

産業廃棄物収集運搬業

福島県
R9.3.16

R10.4.22

R10.4.15

第00703046661号 R4.3.31 R9.3.161

許可番号 許可年月日 有効年月日

産業廃棄物処分業

事業の範囲

福島県県南地方振興局

産業廃棄物収集運搬業

栃木県

⑤　金属くず（自動車等破砕物を除く。）

⑥　ガラスくず、コンクリートくず及び、陶磁器くず

廃棄物種類

①②③④⑤⑥⑦

①④⑦
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 一般建設業に関する許可 

 

 

（２）施設等の状況 

 ●運搬車両の種類と台数 

 
 

 ●破砕・分別に伴う設備機械の種類と台数 

 

 

 ●処理施設の種類、処分する産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式 

 ア、中間処理（破砕）に係る施設  

 

 

 イ、中間処理（汚泥造粒固化）に係る施設 

 

 

 

  

有効期間 建設業の種類

舗装工事業

土木工事業

許可番号

とび・土工工事業

1 福島県知事　許可（般ー3）第27082号 Ｒ4.3.19～Ｒ9.3.18

台数

1 5

2 1

3 1

4 5

脱着装置付コンテナ専用車

ダンプ車

車種

キャブオーバ

コンクリートミキサー車

台数

1 1

2 1

機械名

小割機付ショベル

ショベルローダー

処理施設の種類
処理能力 384ｔ/日（8時間）　48ｔ/時間

がれき類及びガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの破砕施設

処理施設の種類 汚泥の造粒固化施設（固定式、移動式兼用）ーオデッサシステム　

処理能力 120㎥/日（8時間）　 15ｍ3/時間

処理能力

処理施設の種類 汚泥の造粒固化施設（固定式）ーリテラBZ120

160㎥/日（8時間）　 20ｍ3/時間
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（３）処理工程図 

 ●産業廃棄物中間処理施設 全体処理フロー 

がれき類

ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず

汚泥

契
約
締
結
先
か
ら
の
受
け
入
れ

再生骨材（RC40）
として販売

再生盛土材として販売

破砕

破砕

造粒固化

一次保管

 

 

 ●砕砂製造フロー図 

砕
石
投
入

粉
砕
機

ふ
る
い

水
洗
浄

製
品
化

ス
ラ
リ
ー

脱
水
ケ
ー
キ

保
管
置
場

埋
立
（
場
内
）

販
売
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（４）受託した産業廃棄物の収集運搬量（R6.4.1～R7.3.31 実績） 

種類 収集運搬量（ｔ） 

アスコン破片 10,247 

コンクリート破片 14,603 

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 4,762 

がれき類（廃バラスト） 3,924 

無機性汚泥 1,408 

 

（5）受託した産業廃棄物の処理量（R6.4.1～R7.3.31 実績） 

種類 処理量（ｔ） 

アスコン破片 10,022 

コンクリート破片 14,365 

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 4,762 

がれき類（廃バラスト） 3,867 

無機性汚泥 1,408 
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3. 環境経営システムの実施体制図及び役割・責任・権限表 

 

制定年月日：2022.9.3

改定年月日：2025.6.27

対象事業所：

　

環境経営システム体制図

(1).実施体制図

代表者

代表取締役 益子清志

環境管理責任者

常務取締役 下重佳寛
推進事務局

高久洋、 赤坂美香

小針洋一郎
EA21推進委員会

総務部SS事業部マテリアル事業部

取り組み担当者：全従業員（一人ＰＤＣＡ）

環境経営会議

取締役 会田嘉裕

相談役 石井良夫

SS部⾧ 中村勝美

流
給
油
所

推
進
責
任
者
（
6
）

塙
給
油
所

推
進
責
任
者
（
4
）

社
川
給
油
所

推
進
責
任
者
（
5
）

関
口
給
油
所

推
進
責
任
者
（
4
）

総
務
部

推
進
責
任
者
（
7
）

マ
ス
ホ
ン

推
進
責
任
者
（
5
）

上
台
工
場

推
進
責
任
者

（
7
）

堀
川
工
場

（
１
）

営
業
・
業
務

推
進
責
任
者
（
6
）

生
コ
ン
工
場

推
進
責
任
者
（
15
）

大
梅
工
場

推
進
責
任
者
（
20
）

俵
内
工
場

推
進
責
任
者
（
12
）

砕
砂
・
産
廃
工
場

（
12
）

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
合
材
工
場
（
8
）

上
台
工
場

（
6
）
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・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

・経営における課題とチャンスの明確化

・実施体制の構築

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施　環境経営会議の開催

・環境経営レポートの承認　SDGｓの推進

・環境経営システムの構築、実施、管理

・エコアクション２１推進委員会を定期的に開催する

・緊急事態への準備及び対応（ＢＣＰ含む）訓練に立会い結果の評価をする

・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境経営目標・環境経営計画の確認又は承認

・環境経営目標及び環境経営計画の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認又は承認

・環境管理責任者の補佐

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境経営目標及び環境経営計画の実績集計、PDCAの回転確認(進捗管理)

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営目標は部下を通して達成を図る。

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門における緊急事態対応手順書の作成、テスト・訓練の実施記録の作成保管

・環境経営方針の理解により、全社と自己の立ち位置を自覚して誓約の重みを確認する

・役割の理解と削減目標に対するPDCAが回っていることを確認する

・取組みの進捗状況を月単位で管理し目標の達成に向かっていることを確認する

・目標の達成に向けた改善提案を積極的に行い力量を発揮する

・外部コミュニケーションの情報を記録し、迅速に報告する

制定：令和4年9月3日

改定：令和4年10月1日

改定：令和5年5月19日

改定：令和5年12月18日

改定：令和6年11月26日

改定：令和7年6月27日

改定：令和7年9月11日

事務局
担当者

対象事業
所責任者
担当者

部門社員

改定履歴

(2).役割・責任・権限

役割・責任・権限

代表者
（代表取
締役）

環境管理
責任者
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4. 環境経営目標 

I. 対象事業所：大梅工場  

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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II. 対 象 事 業 所 ：生コン工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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III.対 象 事 業 所 ：俵内工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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IV. 対 象 事 業 所 ：上台工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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V. 対 象 事 業 所 ：堀川工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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VI. 対 象 事 業 所 ：業務（資材・リース）  

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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5. 環境経営計画 

I. 対象事業所：大梅工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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II. 対 象 事 業 所 ：生コン工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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III.対 象 事 業 所 ：俵内工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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IV. 対 象 事 業 所 ：上台工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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V. 対 象 事 業 所 ：堀川工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 



21 

 

VI. 対 象 事 業 所 ：業務（資材・リース） 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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6. 環境経営計画の取組内容と実施結果の評価 

I. 対象事業所：大梅工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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II. 対 象 事 業 所 ：生コン工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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III.対 象 事 業 所 ：俵内工場 

対象期間：2024 年 4月 1 日～2025 年 3 月 31日 
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IV. 対 象 事 業 所 ：上台工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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V. 対 象 事 業 所 ：堀川工場 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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VI. 対 象 事 業 所 ：業務（資材・リース） 

対象期間（暫定）：2025 年 1月 1 日～2025 年 3 月 31 日 
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7. 環境活動計画の実績とその評価 
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33 
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8. 環境経営目標の実績と達成率を踏まえた評価 
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9. 環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反・訴訟の有無 

 

 

（１） 遵守状況の確認及び評価の結果 

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守され違反もあり

ませんでした。 

 

（２） 違反及び、訴訟の有無について 

関係機関及び工場近隣からの違反の指摘、訴訟等もなく、是正処理に至る問題はあり

ませんでした。 

 

  

No 適用される環境関連法規 遵守(○)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○
2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ○
3 公害防止組織法 ○
4 騒音規制法 ○
5 浄化槽法 ○
6 大気汚染防止法 ○
7 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 ○
8 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ○
9 労働安全衛生法 ○
10 消防法(危険物取扱い部分） ○
11 特定家庭用機器再商品化法 ○
12 使用済自動車の再資源化等に関する法律 ○
13 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 ○
14 特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律 ○
15 採石法 ○
16 森林法 ○
17 火薬類取締法 ○
18 じん肺法 ○
19 福島県生活環境の保全等に関する条例 ○
20 白河地方広域市町村圏整備組合火災予防条例 ○
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10. 代表者の全体評価及び見直し 

 弊社は、大梅工場、生コン工場、俵内(砕石)工場、ガソリンスタンドや書店など部門が

多岐に渡っております。そのため、2022 年 10 月から環境負荷が高い産業廃棄物の収集運

搬及び、中間処理業を行っている大梅工場からエコアクション 21 の取得に向けて活動

し、2023 年度は生コン工場と俵内工場、今年度は上台工場、堀川工場、業務（資材・リー

ス）に拡大し活動してきました。 

 公共事業の減少や燃料・原材料の高騰等による物価高のあおりを受け会社全体の売り上

げに大きな影響が出ています。価格転嫁を進め徐々に浸透してきていますが、自社にも顧

客にも負担増となり売上げ減少に拍車をかけている状況です。 

従業員一人一人が環境に対する取り組みを行っておりますが、全体を通して売上げが減

少したことにより目標を達成することが出来ました。 

産業廃棄物中間処理については、再資源化率の目標（99％以上）には届かなかったもの

の、98.5％と高い水準とすることが出来ました。 

車両の燃費向上については、売上の減少に起因するところが大きいですが、生コン工

場・大梅工場共に燃料の使用量が減少しました。引き続き車両のメンテナンスを定期的に

行い、エコドライブを実践することで、燃費の向上に取り組みます。 

俵内工場においては、新型のコーンクラッシャーへの入替を行ったことにより、メンテ

ナンスや故障の対応負荷も軽減しました。売り上げの減少により生産量自体は減少しまし

たが、売り上げに対する生産量は増加しました。 

上台工場・堀川工場・業務については、次年度よりそれぞれの項目を集計し廃棄物の再

利用又は有効活用に繋げていきます。 

さらに、社内 CSR 活動及び、関連会社や地域のイベントに積極的に参加し、環境配慮の

理解を深め、環境の整備、地域活性化に努めています。 

 今年度は、試験的に本社 2階の窓ガラスに冷暖ガラスシールドの施工を行いました。夏

季・冬季のエアコンの使用を抑制し、一定の効果が確認されたら他の事業所にも広げてい

く予定です。 

今回、大梅工場、生コン工場、俵内工場は 1年間の取組み、上台工場、堀川工場、業務

（資材・リース）は、暫定期間（3ヶ月）の取組みとなりました。新しく集計を始めた項

目を使用し、その集計を基に今後は環境経営目標を設定し、活動内容を見直し継続してい

きます。さらに、他の部門にも活動を広げ、来年度には対象範囲を全部門に拡大していき

ます。全従業員と共に環境資源を有効に活用し、環境に優しい企業を目指して取り組んで

いきます。 
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11 今年度の評価を踏まえた次年度環境経営目標及び環境経営計画 

(1) 次年度 環境経営目標 

I. 大梅工場 
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II. 生コン工場 
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III.俵内工場 
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IV. 上台工場 
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V. 堀川工場 
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VI. 業務（資材・リース） 
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(2) 次年度 環境経営計画 

I. 大梅工場 
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II. 生コン工場 
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III.俵内工場 
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IV. 上台工場 
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V. 堀川工場 
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VI. 業務（資材・リース） 

 

 


